
 1

１．総括事項１．総括事項１．総括事項１．総括事項    

 

（１）事業についての総括 

２０１１年（平成２３年）３月３１日現在、箕面市で暮らす外国籍市民の人

口は２，２１７人（７８カ国）、１０年前と比べると、その数は約１．５倍に増

加しています。 

財団法人箕面市国際交流協会（以下、協会）は、寄附行為第３条1の設立目的

の実現に向け、２０１０年度（平成２２年度）は以下の事業方針に基づいて事

業を展開しました。 

 

① 中間支援組織としての役割の充実 

② 多文化が尊重されるまちづくりの実践 

③ 持続可能性を大切にした事業･組織づくり 

 

①中間支援組織としての役割の充実 

地域の国際交流団体等からの「持ち込み企画」を募集し、共催で実施したほか、

「箕面市内国際交流団体ネットワーク会議」に参加する３０団体の情報をまとめた「国

際交流団体ダイレクトリー」を６年ぶりに改訂しました。また、各団体のイベントや募集

に関する情報を、随時メールで発信することで、新たな活動が生まれ、団体間の交流

がより開かれた形で発展しつつあります。 

 ２０１０年度（平成２２年度）は２度にわたり、市内の国際交流団体が集うネ

ットワーク会議を開催し、各団体のニーズを聞いたり、情報や意見を交換した

りしました。参加者にとっては実践的な知識や情報を得られて良かったとの評

価を得る一方、より広範な参加を得ること、また各団体のニーズに効果的に応

えることのできる環境整備が今後の課題です。 

  

②多文化が尊重されるまちづくりの実践 

 外国人登録者数の増加に伴い、２０１０年度（平成２２年度）も協会が行う日

本語教室や日本語交流への参加者が増加しました。箕面市には多国籍の外国人

市民が少数で点在するという地域的特性がありますが、近年はアラビア語話者

の登録者数が増加するなど、一部言語グループに顕著な増加傾向が見られまし

た。 

 生活相談においては、国際結婚家庭における家庭内暴力、子どもの学校での

いじめや進学問題など、女性と子どもをとりまく深刻な相談が複数寄せられま

した。継続的な支援を必要とするこれらの課題については、関係機関と連携し、

                                                   

1 箕面市の歴史、文化、その他の地域的特性を生かした国際交流活動を推進することにより、

市民レベルの国際理解と友好親善の促進を図り、もって地域社会の国際化、人権の尊重及

び世界平和の実現に寄与すること 
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職員が中心となって相談対応を行っています。こうした相談の背景には、外国

人市民が孤立しがちであるという地域的課題が存在しています。協会は、引き

続き、教育委員会の協力を得て外国にルーツを持つ子どもと保護者を対象にし

た「出会いの会」や各国の遊びや言葉を通した企画を開催し、外国人保護者が

悩みを相談しあい、互いに励まし合える環境づくりに努めました。 

「多文化が尊重されるまちづくりの実践」としては、地域の学校や地域団体の

協力を得て、３年ぶりに「多民族フェスティバル２０１０」を開催しました。初めて「箕面市

立東生涯学習センター」と共催で開催しましたが、約１，６００人の来場を得、協会の活

動内容を地域へ周知する良い機会となりました。 

また、文化庁の日本語教育に関する助成を受け、「わたしは日本で生きています～

少数点在地域における『何も失くさない』日本語教育を考える～」を引き続き実施しま

した。外国人市民がそれぞれの経験を地域社会へ発信するこの事業は、３年目を迎

えて地域の大学や行政などへの出講が定着化し、さらなる広がりを得ています。 

さらに、埋もれがちな外国人市民の声を拾い伝えるため、（財）大阪府国際交流財

団、（特活）とんだばやし国際交流協会とともに共同事業体を構成し、大阪府から「外

国人府民を対象とした情報流通促進調査事業」を受託しました。２ヶ月あまりの間で、

大阪府内で合計４５９名の外国人市民の方に聞き取り調査を実施し、情報がどのよう

に流通しているのかを調べました。結果としては、行政情報などの情報が外国人市民

に十分伝えられているとは言えず、地域ごとのコミュニティ形成の支援が必要とされて

いる実態が明らかになりました。 

いっぽう、昨今の厳しい経済状況を背景に、失業や求職に関する相談が増加

傾向にあるなか、外国人市民の社会参加を促進するとともに、社会的起業につ

なげる可能性を探るため、各国料理を提供する「１DAY カフェ」の試行をおこ

ないました。 

これらの事業は、日本人市民が異なる文化や価値観を学ぶ場であると同時に、外

国人市民が自らの存在を地域に発信し、エンパワーされる機会となっています。 

 

③持続可能性を大切にした事業･組織づくり 

各ボランティア・グループのコーディネーターが月１回集まり「グループ・コーディネ

ーター(ＧＣ）会議」を開催し、日々の活動のなかから浮かび上がる課題を共有するとと

もに、協会とボランティアの役割分担のあり方などに関して議論を重ねました。また、市

人権国際課をはじめ、教育委員会等関係部局室と定期的に協議をおこなうことで、こ

れまで以上に綿密な連携のもと、事業運営をはかることができました。 

立場の異なる関係者が、共通の目標に向けて役割分担をして協働するためには、

相互の信頼関係と課題の共有が不可欠です。堅固な信頼関係のもと、それぞれの強

みを活かした役割分担を行うことは、協会にとって引き続き取り組むべき課題です。 

また、市からの拠出金の削減にともない、さらなる自主財源の強化が求められていま

す。 
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（２）組織についての総括 

 ２００４年度（平成１６年度）から２００８年度（平成２０年度）までの５

ヵ年計画であった第１期経営改革計画が終了したことを受け、今後の運営方針

を考えるため、「第 3期改革検討チーム」を理事長の私的な諮問機関として組織

しました。 

 ２０１３年（平成２５年）１１月までに新制度への移行が求められている「新

公益法人制度検討部会」をはじめ、協会の自主財源を高めるためのアイデアを

出し合う「自主事業強化検討部会」、そして職員の人事労務面を見直す「人事制

度検討部会」の３部会を立ち上げ、役員および専門家（社会保険労務士等）を

交えて協議・検討をおこないました。 

 検討の結果、自主財源を高めるための方策の一つとして、外国人市民を「地

域に暮らす人的資源」として捉え、市内のコミュニティ・カフェを借りて「世

界をつまみ食い！１DAY カフェ」を実施しました。２回の試行により、世界の

さまざまな地域の食文化を地域に紹介することは、外国人市民による地域参加

の促進やエンパワメントにつながることが確認されました。 

また、職員の人事体制に関しては、常勤職員の中から「無期雇用コース」を

設け、「職員全員が一年契約」であることから生じる「雇用不安」の解消をめざ

すとともに、同コースの職員には退職金を給付する規程が設けられました。 

財政面の成果としては、文化庁や大阪府の事業を受託したり、「国際理解のた

めの語学講座」を充実させたりするなど、外部資金の獲得に力を入れました。

結果、２０１０年度（平成２２年度）も収入の範囲内で事業費を捻出すること

ができました。予算規模が縮小し、事業の選択と集中を迫られているなか、地

域社会のニーズは多様化、複雑化しています。これらのニーズに効果的にこた

えられるよう、引き続き、広範囲に及ぶステークホルダー（利害関係者）との

関係性を大切にしながら、事業の担い手を育成することに力を入れてまいりま

す。 

生活者としての外国人をどのように受け入れるべきか、確固たる政策のない

状況下、地域の国際化施策は各自治体の裁量に委ねられる部分が非常に大きく

なっています。長引く経済不況に加え、２０１１年（平成２３年）３月１１日

におこった「東日本大震災」では、未曾有の被害をもたらしました。今後の復

興に向け、私たちの社会をデザインするうえで、「多様性」は重要なキーワード

のひとつであると考えます。在住外国人市民をはじめとする、草の根国際交流

活動の担い手たちを通じて、多様性の根付いた寛容で活気のあるまちづくりを

すすめていくことが、地域にとっても有用であると考えます。 

以上をふまえつつ、職員をはじめ、外国人当事者やボランティア等、地域に

おける人材育成に努めるとともに、異なる立場間のネットワークを重視し、関

係各機関とのさらなる連携強化をはかります。 

 


